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①軽自動車税の減免
　障がいのある方で一定の要件に該当する場合は、
申請により軽自動車税の減免を受けることができ
ます。要件については、税務出納課町民税係にお
問い合わせください。
　また、軽自動車税の減免は、毎年申請が必要で
す。昨年から引き続き減免を受けられる方も、期
間内に再度申請をしてください。期間内に申請さ
れない場合は、減免を受けられなくなりますので
ご注意ください。
▼申請期間　納付書が届いた日～５月26日（月）
　　　　　　（納期限の７日前）
▼申請場所　税務出納課町民税係（４番受付）
▼申請の際にお持ちいただくもの
　①身体障害者手帳　　　②免許証
　③軽自動車税の納付書　④印鑑
　※家族が運転する場合は、運転する方の免許証
　　をお持ちください。
②軽自動車税を口座振替されるかたへ
　軽自動車税を口座振替で納められた方の車検時
に必要な納税証明書は６月中旬に発送します。た
だし、発送までの間に車検を受けられる方には随
時発行します。引き落としの確認時間を短くする
ため、お手数ですが引き落としの確認ができる預
金通帳を記帳してご持参のうえ、税務出納課町民
税係までおいでください。
■問い合わせ　税務出納課町民税係
　☎85－6132

　町税等の口座振替を利用されている方には、納
付いただきました町税等の金額をお知らせするた
め、これまで「町税等納付済通知書（口座振替分）」
を課税翌年度の６月にお送りしていましたが、昨
年12月の「広報しらたか」でお知らせしましたと
おり、省資源化の推進や事務の合理化、経費節減
等を図るため、廃止とさせていただきます。
金額は納税通知書や預貯金通帳への記帳等で確認
くださるようお願いします。
　なお、継続検査（車検）が必要な車両の軽自動
車税については、今までどおり送付いたします。
　また、確定申告の社会保険料控除に利用する国
民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険
料（それぞれ年金天引き分を除く）については、納
付確認書を、申請に応じて、必要な方に無料で交
付します。

＜廃止の対象となる税等＞
　①町県民税　　　　　　　　　　
　②固定資産税・都市計画税　　　
　③国民健康保険税　　　　　　　
　④介護保険料
　⑤後期高齢者医
　⑥保育料

■問い合わせ　税務出納課収納係　☎85－6106

軽自動車税についてのお知らせ
納期限は６月２日（月）です

　西中学校区（西中、蚕桑小、鮎貝小）での授業
指導、学校行事や校舎周辺の環境整備などにボラ
ンティアとしてお手伝いしていただける方を募集
します。

▼ボランティアとして登録できる方
　どなたでも登録できます。（西中学校区外の方も
　登録できます）
▼ボランティアの活動期間
　登録完了日より平成27年3月22日まで
▼ボランティアの内容
　授業指導支援、校舎内外の環境整備支援、部活
動指導支援、学校行事支援などの中から、ご協力
いただけるボランティア内容を選んで登録してく
ださい。

※内容の詳細については、西中、蚕桑小、鮎貝
小、中央公民館、各地区公民館に置いてあるチラ
シ、または、町のホームページをご覧ください。
▼ボランティアの募集期間　5月31日（土）まで
▼ボランティア登録手続
　西中、蚕桑小、鮎貝小、中央公民館、各地区公
民館に置いてあるチラシ裏面の「ボランティア登
録票」に必要事項をご記入いただき、西中学校ま
たは教育委員会にご提出ください。（「ボランティ
ア登録票」は町のホームページからもダウンロー
ドできます。）
■問い合わせ及び連絡先　
西中学校　☎85-2244 ／ FAX85-2245
教育委員会生涯学習・文化振興係
☎85-6146 ／ FAX85-2183

町税等納付済通知書（口座振替分）
の廃止について




